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平成 26年 11月 19日 

各 位 

会 社 名 イ ー ピ ー エ ス 株 式 会 社 

代 表 者 代表取締役会長 厳   浩 

         代表取締役社長 田代 伸郎 

（コード番号：4282 東証一部 ） 

問合せ先責任者 取締役グループ管理センター 

副センター長 折橋 秀三 

電 話 番 号  03-5684-7873 

 

会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結 

及び定款の変更（商号及び事業目的等の一部変更）に関するお知らせ 

 

当社は、平成26年６月23日付「持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立に関する

お知らせ」において持株会社体制へ移行する旨を公表いたしましたが、その一環として、

平成26年11月19日開催の当社取締役会において、平成27年１月１日を効力発生日として、

当社が臨床開発支援サービス事業（CRO事業）（以下「本事業」といいます。）に関して有

する権利義務を、当社の完全子会社であるイーピーエス分割準備株式会社（以下「準備会

社」といいます。）に吸収分割の方法により承継させること（以下「本件分割」といいま

す。）を決議し、準備会社との間で本件分割に係る吸収分割契約（以下「本件分割契約」

といいます。）を締結いたしましたので、下記Ⅰ.のとおりお知らせいたします。 

本件分割の効力発生は、平成26年12月19日開催予定の当社定時株主総会における承認決

議及び準備会社において必要とされる所管官公庁の許認可等が取得されること等を条件と

しております。 

 

また、当社は、平成26年11月19日開催の当社取締役会において、「EPSホールディングス

株式会社」へとその商号を変更するとともに、その事業目的を持株会社体制移行後の事業

内容に合わせて変更すること等を内容とする定款変更（以下「本件定款変更」といいます。）

を行う旨を決議いたしましたので、併せて下記Ⅱ.のとおりお知らせいたします。 

本件定款変更は、平成26年12月19日開催予定の当社定時株主総会における承認決議が取

得されること等を条件としております。 

なお、本件分割は、当社の完全子会社へ事業部門を承継させる吸収分割であるため、開

示事項・内容を一部省略して開示しております。 
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記 

 

Ⅰ．会社分割による持株会社体制への移行 

１．持株会社体制への移行の背景と目的 

当社グループは、基本理念である「価値あるソリューションの創出を通じて、健康産業

の発展に貢献します」の実現を目指し、会社（組織）運営メカニズムの明確化、マネジメ

ント機能の強化、グループ経営の推進・管理機能の充実化を推進しております。近年の業

容の拡大に伴い、当社は、今期を「グループ経営元年」として、各事業セグメントにおけ

る自主経営の推進、権限と責任の明確化及びバックアップ体制の拡充を図るべく、適切な

グループ運営体制に関する検討を進めてまいりました。今般、当社グループがさらなる成

長を実現していくためには、各事業セグメントの特性を活かしつつ、グループ全体の企業

価値を最大化する経営体制を構築する必要があると考え、本件分割を含む一連の組織再編

行為により持株会社体制へ移行する方針を決定いたしました。 

 

２．会社分割の要旨  

（1）本件分割の日程  

吸 収 分 割 契 約 承 認 取 締 役 会 平成 26年 11月 19日 

吸 収 分 割 契 約 締 結 平成 26年 11月 19日 

定 時 株 主 総 会 基 準 日 平成 26年 ９月 30日 

吸収分割契約承認 定時株主総会 平成 26年 12月 19日（予定） 

吸 収 分 割 の 効 力 発 生 日 平成 27年 １月 １日（予定） 

株 式 の 割 当 交 付 日 平成 27年 １月 １日（予定） 

 

（2）本件分割の方式  

当社を分割会社とし、準備会社を承継会社とする吸収分割です。 

 

（3）本件分割に係る割当ての内容 

承継会社である準備会社は、本件分割に際して普通株式 1,000株を発行し、その全て

を分割会社である当社に割当交付します。 

 

（4）本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い  

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

  

（5）本件分割により増減する資本金 

該当事項はありません。 

 

（6）承継会社が承継する権利義務  

準備会社は、本件分割により当社が本事業に関して有する権利義務を承継します。た

だし、その性質上承継が困難であるもの等、一部の権利義務を除きます。 
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（7）債務履行の見込み 

本件分割の効力発生日以後、準備会社が負担することとなる債務につきましては、履

行の見込みに問題はないと判断しております。なお、本件分割による債務の承継につい

ては、重畳的債務引受けの方法によるものとしております。 

 

３．分割当事会社の概要                  

 分割会社 

（平成26年９月30日現在） 

承継会社 

（平成26年７月１日設立時点） 

(1)名称 イーピーエス株式会社 イーピーエス分割準備株式会社 

(2)事業内容 臨床開発支援サービス事業等 臨床開発支援サービス事業等 

(3)設立年月日 平成３年５月30日 平成26年７月１日 

(4)所在地 東京都新宿区津久戸町１番８号 東京都新宿区下宮比町２番23号 

(5)代表者の役職・氏名 代表取締役会長 厳 浩 

代表取締役社長 田代 伸郎 

代表取締役社長 田中  尚 

(6)資本金 1,875百万円 100百万円 

(7)発行済株式数 36,160,000株 2,000株 

(8)決算期 ９月30日 ９月30日 

(9)従業員数 4,148名（連結） １名 

(10)大株主及び持株比率 有限会社ワイ・アンド・ジー  26.94％ 

GOLDMAN, SACHS & CO. REG     5.79％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式 

会社（信託口）             5.52％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口）               4.85％ 

BNP PARIBAS SEC SERVICES LUXEMBOURG/ 

JASDEC/ABERDEEN GLOBAL CLIENT ASSETS 

            3.32％ 

当社 100％ 

(11)当事会社の関係 資本関係 承継会社の全株式を分割会社が保有しております。 

人的関係 分割会社の取締役が承継会社の代表取締役を兼務して

おります。また、本件分割に伴い、分割会社から承継会

社に対して、役員を派遣、従業員を転籍させる予定です。 

取引関係 主要な取引はありません。なお、本件分割に伴い、分割

会社が承継会社の管理業務の一部を受託するとともに、

承継会社に対して経営支援を行う予定です。 
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(12)直近事業年度の財政状態及び経営成績 

 分割会社 

（平成26年９月期連結） 

承継会社 

（平成26年7月１日現在） 

純資産 21,230百万円 100百万円 

総資産 34,689百万円 100百万円 

1株当たり純資産 533.49円 50,000円 

売上高 41,800百万円 ―  

営業利益 4,491百万円 ―  

経常利益 4,242百万円 ―  

当期純利益 1,828百万円 ―  

1株当たり当期純利益 51.54円 ―  

（注）１．分割会社は、平成 27年１月１日付で「EPSホールディングス株式会社」に商号変更予定です。 

２．承継会社は、平成 27年１月１日付で「イーピーエス株式会社」に商号変更予定です。 

３．当社の１株当たり指標については、当社が平成 26年４月１日付で実施した、普通株式１株を 100

株とする株式分割を考慮して算出しております。また、従業員持株会信託が所有する当社株式を、

算定上の基礎となる期中平均株式数及び期末発行済株式総数から控除して算出しております。 

４．承継会社である準備会社は、平成 26年７月１日に設立されており、確定した直前事業年度が存 

在しないため、その設立日における純資産及び総資産の金額を記載しております。 

 

４．分割する事業部門の内容  

(1) 分割する部門の事業内容  

当社が営む臨床開発支援サービス事業（CRO事業） 

 

(2) 分割する事業部門の経営成績（平成 26年９月期） 

    分割事業部門（a） 当社（分割前）（b） 比率（a/b） 

売上高 22,369百万円 22,475百万円 99.5％ 

 

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 26年９月 30日現在） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 7,273百万円 流動負債 2,111百万円 

固定資産 3,346百万円 固定負債 883百万円 

合計 10,619百万円 合計 2,994百万円 

  （注）分割する資産、負債の金額は、平成 26年９月 30日現在の貸借対照表を基礎に作成しておりま

す。実際に分割する資産及び負債の金額は、上記金額に本件分割の効力発生日の前日までの増減

を加除したうえで確定いたします。 
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５．本件分割後の状況 

 

６．今後の見通し 

準備会社は当社の完全子会社であるため、本件分割が当社の連結業績に与える影響は軽

微であります。また、当社の単体業績につきましては、本件分割後、当社は持株会社とな

るため、当社の収入については関係会社からの配当収入、経営支援料収入等が中心となり、

また、支出については持株会社としてのグループ会社の経営管理機能に係るものが中心と

なる予定であります。 

 

 分割会社 承継会社 

(1)名称 EPSホールディングス株式会社 イーピーエス株式会社 

(2)所在地 東京都新宿区津久戸町１番８号 東京都新宿区下宮比町２番23号 

(3)代表者の役職・氏名 代表取締役会長 厳 浩 

代表取締役社長 田代 伸郎 

代表取締役社長 田中  尚 

(4)事業内容  株式又は持分の保有を通じたグルー

プ経営の企画・管理、グループ会社

の経営管理業務等 

臨床開発支援サービス事業等 

(5)資本金 1,875百万円 100百万円 

(6)決算期 ９月30日 ９月30日 
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Ⅱ．定款の変更 

１．定款変更の目的 

 本件定款変更は、持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「EPSホールディングス株

式会社」へと変更し、その事業目的を持株会社としての他社の経営管理等に変更するとと

もに、その他所要の変更を行うものです。 

 

２．定款変更の内容 

 本件定款変更の内容は別紙のとおりであります。 

（注）平成 26年 10月 10日付「単元未満株式の買増制度導入および定款の一部変更に関

するお知らせ」にてお知らせいたしました買増制度導入に係る定款変更の内容も

含まれております。 

 

３．定款変更の日程 

 定 款 変 更 の た め の 定 時 株 主 総 会 平成 26年 12月 19日 

 定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 平成 27年 １月 １日（予定） 

（注）現行定款第 18条（議事録）に係る定款変更の効力発生日は、平成 26年 12月 19 

日を予定しております。 
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別紙 

定款変更の内容 

（下線部分は、変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更定款案 

（商 号） 

第 １ 条 当会社は、イーピーエス株式会社と称し、

英文ではＥＰＳ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

と表示する。 

（商 号） 

第 １ 条 当会社は、ＥＰＳホールディングス株

式会社と称し、英文ではＥＰＳ Ｈｏｌ

ｄｉｎｇｓ, Ｉｎｃ．と表示する。 

（目 的） 

第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

 

 

 

 

１． 次の物品に関する研究開発、臨床・非

臨床試験、調査及び試験の企画、立案、

支援、情報の収集、処理及び提供並び

にコンサルティング業務 

   (1)   医薬品 

  (2)  医療機器 

  (3)  医薬部外品 

  (4)  化粧品 

  (5)  試薬類 

  (6)  薬物・農薬・化学物質 

  (7)  食品 

  (8)  飲料品 

  (9)  食品添加物・飼料添加物 

  (10) 日用品 

２． 前号の物品に関する製造、生産、販売

及び輸出入並びにそのコンサルティン

グ業務 

３． 第１号における研究開発、臨床・非臨

床試験等に伴う諸器具・諸材料の製

造、生産、販売及び輸出入 

４． コンピュータ及びその周辺機器、事務

機器、通信機器、電気機器の販売、輸

出入及び保守並びにコンサルティン

グ業務 

５． コンピュータシステム及びソフトウェ

（目 的） 

第 ２ 条 当会社は、次の各号に掲げる事業を営

む会社（外国会社を含む。）その他これに

準ずる事業体の株式又は持分を所有する

ことにより、当該会社等の事業活動を支

配又は管理することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 
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アの開発、設計、製作、販売、輸出入、

保守及び支援並びにコンサルティン

グ業務 

６． コンピュータを利用した情報ネットワ

ークシステムの開発、設計、製作、販

売、輸出入、保守及び支援並びにコン

サルティング業務 

７． インターネット等のネットワークを利

用した情報収集・処理・提供サービス

及び情報通信サービス並びにそのサ

ービスに関するシステムの開発、設

計、製作、販売、輸出入、保守及び支

援並びにコンサルティング業務 

８． 臨床検査支援業務 

９． 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業 

１０．人材育成のための教育、セミナー、講

演会及び研修に関する事業 

１１．経営コンサルティング業 

１２．各種マーケティング業 

１３．出版業及び印刷業 

１４．広告宣伝業及び広告代理店業 

１５．不動産の売買、賃貸借及びその仲介並

びに管理業 

１６．動産の賃貸借及びその仲介 

１７．文具、事務用品、什器の販売及び輸出

入 

１８．有価証券の保有、運用及び売買並びに

その他の投資に関する業務 

１９．金融業 

２０．総合リース業 

２１．倉庫業、貨物自動車運送事業及び貨物

利用運送事業 

２２．通訳業及び翻訳業 

２３．医療施設、保健施設、娯楽施設、飲食

施設、宿泊施設及び施術所の運営及び管

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 
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２４．旅行業法に基づく旅行業者代理業 

２５．損害保険代理業、自動車損害賠償保障

法に基づく保険代理業、生命保険の募

集に関する業 務 

２６．各種無体財産権の取得、譲渡及びその

仲介 

２７．電気工事・電気通信工事・建築工事の

設計、施工及び請負 

２８．前各号に付帯する一切の業務 

（新設） 

 

 

 

 

 

（現行どおり） 

 

 

 

   ② 当会社は、前項各号に掲げる事業を営む

ことができる。 

第３条から第８条（条文省略） 第３条から第８条（現行どおり） 

（単元未満株式についての権利） 

第９条 当会社の単元未満株式を有する株主は、 

その有する単元未満株式について、次に掲 

げる権利以外の権利を行使することができ 

ない。 

１．会社法第１８９条第２項各号に掲げる 

権利 

２．会社法第１６６条第１項の規定により 

請求をする権利 

３．株主の有する株式数に応じて募集株式 

の割当て及び募集新株予約権の割当て 

を受ける権利 

（新設） 

（単元未満株式についての権利） 

第９条 当会社の単元未満株式を有する株主は、 

その有する単元未満株式について、次に掲 

げる権利以外の権利を行使することができ 

ない。 

１．会社法第１８９条第２項各号に掲げる 

権利 

２．会社法第１６６条第１項の規定により 

請求をする権利 

３．株主の有する株式数に応じて募集株式 

の割当て及び募集新株予約権の割当て 

を受ける権利 

４．次条に定める請求をする権利 

（新設） 

 

（単元未満株式の買増し） 

第１０条 当会社の単元未満株式を有する株主

は、株式取扱規程に定めるところにより、

その有する単元未満株式の数と併せて単

元株式数となる株式を売り渡すことを請

求することができる。 

第１０条から第１７条（条文省略） 第１１条から第１８条（現行どおり） 
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（議事録） 

第１８条 株主総会における議事の経過の要領及び

その結果並びその他法令に定める事項につ

いては、これを議事録に記載又は記録し、議

長及び出席した取締役がこれに記名押印又

は電子署名する。 

（議事録） 

第１９条 株主総会における議事の経過の要領及

びその結果その他法令に定める事項につ

いては、これを議事録に記載又は記録す

る。 

 

第１９条から第４７条（条文省略） 第２０条から第４８条（現行どおり） 

（新設） （附則） 

第１条 第１条及び第２条の変更、第９条第４項

及び第１０条の新設並びにこれらの新設に伴う条

数の繰り下げは、平成２７年１月１日に効力が発

生するものとする。 

第２条 本附則は、前条に定める定款変更の効力

発生後これを削除する。 

以上 

 


